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地方独立行政法人鳥取県産業技術センター特別職非常勤職員就業規則 

制  定 令和２年４月１日 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方独立行政法人鳥取県産業技術センター職員就業規則（以下「一般職員就業

規則」という。）第２条第３項の規定に基づき、地方独立行政法人鳥取県産業技術センター（以下「セ

ンター」という。）に勤務する特別職非常勤職員の労働条件その他就業に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（適用の範囲） 

第２条 この規則は、センターに勤務する地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「地公法」

という。）第３条第３項第３号に掲げる職（以下「特別職非常勤職員」という。）に適用する。 

２ 特別職非常勤職員の身分、労働条件その他就業に関しては、地公法、労働基準法（昭和２２年法

律第４９号。以下「労基法」という。）、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。）、その

他法令及び理事長の命令によるほか、この規則によるものとする。 

 

（任期） 

第３条 任用期間は、原則として１年以内とし、年度をまたがらないものとする。ただし、法令等に

根拠のある職に任用する場合は、この限りでない。 

 

（勤務日数及び勤務時間） 

第４条 勤務日数又は勤務時間は、1 か月１７日又は１週３０時間を超えないものとし、勤務時間等

の割振りは理事長が定めるものとする。この場合において、特別の事情があるときは、別に定める

日又は時間によることができる。 

２ 週休日等 

前項の勤務時間の割り振りに当たっては、労基法第 35 条の規定に基づく週１回又は４週間を通

じ４日の休日（以下「週休日」という。）を定める必要があるとともに、必要に応じ、これらの日に

加えて、勤務時間を割り振らない日を設けることができる。 

３ 週休日の振替 

  所属長は週休日に特に勤務を命じる必要がある場合には、他の勤務時間が割り振られた日を週休

日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務を命じる必要がある日に割り振るこ

とができる。この場合において所属長は４週間につき４日の週休日を確保しなければならない。 

 

（報酬） 

第５条 「鳥取県産業技術センター会計年度任用職員就業規則」で定める会計年度任用職員の報酬の

例による。 

 

（時間外勤務） 

第６条 特別職非常勤職員に時間外勤務を命ずることは、努めてこれを避けること。ただし、業務の

運営上の事情によりやむを得ない理由があるときは、別に定めるところにより時間外勤務を命じる

ことができるものとする。 

 

（休暇） 

第７条  「鳥取県産業技術センター会計年度任用職員就業規則」で定める会計年度任用職員の休暇

の例による。 

 

（旅費） 

第８条 鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例（平成１９年鳥取県条例第３８号）の定めると

ころによる。 
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（勤務条件の明示） 

第９条 新たに任用する特別職非常勤職員に対して、次に掲げる次項を明示するものとする。 

（１）労働契約の期間に関する次項 

（２）就業の場所及び従事すべき行に関する次項 

（３）始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日及び休暇に関する事

項 

（４）報酬の決定、計算及び支払いの方法、報酬の締め切り及び支払いの時期に関する事項 

（５）退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

 

（解職及び懲戒） 

第１０条 解職及び懲戒については、次のとおりとする。 

（１）次のいずれかに該当するときは、その意に反して解職することができる。 

ア 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 

イ 業務に必要な適格性を欠く場合 

ウ 予算の減少その他やむを得ない事由のため廃職を生じた場合 

エ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 

オ 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合 

（２）（１）エ又はオに該当する場合及びこの規則に反した場合は、「地方独立行政法人鳥取県産業技

術センター懲戒処分等の指針」に準じ、懲戒処分として戒告又は減給の処分をすることができる。 

 

（解職予告） 

第１１条 前条の規定により、任用期間満了日前に特別職非常勤職員を解職する場合は、労基法第２

０条の規定に基づき少なくとも３０日前に解職予告通知書を交付してその予告を行うものとする。

なお、同法第２０条但し書きに該当する場合は、この限りではない。 

２ 前項による解職の予告を受けた日から解職の日までの間において、当該解職の理由について証明

書を請求した場合は、遅滞なく解職理由証明書を交付するものとする。 

 

（退職後の証明） 

第１２条 特別職非常勤職員が退職した後における証明の取扱いについては、関係法令等に定めると

ころによる。 

 

（服務） 

第１３条 特別職非常勤職員の服務は次のとおりとする。 

（１）県民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては全力をあ

げてこれに専念しなければならない。 

（２）その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び規程に従い、かつ上司の職務上の命令

に忠実に従わなければならない。 

（３）その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 

（４）職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（５）法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、理

事長の許可を受けなければならない。その職を退いた後も同様とする。 

（６）法律、条例及びこの要領に特別の定めがある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力の

全てをその職責遂行のために用い、当該職務にのみ従事しなければならない。 

 

（福利厚生） 

第１４条 法令の定めるところにより健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の適用を受ける。 

２ 法令の定めるところにより労働者災害補償の適用を受ける。 

 

（雑則） 
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第１５条 特別職非常勤職員の任用についてこの規則で定めるもののほか任用について必要な事項は、

理事長が別に定めるものとする。この場合において、この規則、地公法及び労基法その他の法令に

反してはならない。 

 

   附 則 

   この規則は、令和２年４月１日から施行する。 


